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【民 暴 被 害 弁 護 士】 

 私が民暴委員会に関わるようになったのは、司法修習生の 
時代に、大御所である山本正士弁護士にご指導頂いたことが 
きっかけです。 
 修習時代から民暴委員会に出席させて頂いたのはもちろん、 
山本弁護士が中心メンバーとして担当されていた日本弁護士 
連合会原作の漫画「民暴の鷹―民事介入暴力と闘う弁護士の 
記録」（現在絶版）の最終校正にアシスタントとしてお手伝い 
をさせて頂き、それ以来、似つかわしくない民暴事案に携わっています。 
 私は、過去に 2 回の民暴被害に遭った希有な弁護士であると思っています。一つは、数

学科に進んだ高校時代の友人と二人で歌舞伎町のスナックに入店したときの出来事です。

カウンターに座り、ナッツ類をつまみにして、30 分程の短時間、水割り 2 杯を飲んだ後、

会計時に、何と 8 万円もの代金を請求されてしまいました。 
 いわゆる「ぼったくり」と呼ばれるもので、たまたま友人が 8 万円以上持ち合わせてい

たことから、事なきを得、這々の体で逃げ帰りました。 
 平成 4 年 3 月に暴力団対策法が施行されましたが、今から 40 年以上前の出来事で、被

害届を提出することも思い浮かばず、泣き寝入りしてしまいました。 
現在では、埼玉弁護士会も、ぼったくり被害対策を行っていますが、その当時は、被害

救済を受けるのは、極めて困難でした。 
もう一つは、さらに遡り、60 年近く前の出来事です。杉並区内の小学校 3 年でしたが、 

学校から帰る途中、道の真ん中で、中野区の高学年の不良が飛びかかって来るなり脇腹に 
ナイフを突きつけられ、金品を要求されました。 
 1 時間位路上で脅され続けましたが、不思議と怖いというよりは、面倒臭いという感覚 
でした。埒が明かないので、帰宅して金を持って来るからと機転を利かせ、何とか解放さ 
れました。 
 帰宅後、小学校に電話してもらい、1・2 年生の時の担任だった N 先生が駆けつけ、お

寺の境内に逃げ込んだ不良少年を捕まえてくれました。当時の不良は、現在の半グレのよ 
うな存在でした。 
 N 先生は、その後、杉並区内の別の小学校に赴任され、生徒の K 君を指導して健康優 
良児日本一に育て上げました。何と K 君は、後に警察庁長官に就任することになり、N 
先生にとって自慢の教え子でした。 
 このように、N 先生を通じ、警察や暴力追放・薬物乱用防止センターとタッグを組み、 
対処する民暴事案を扱うきかっけとなった（かも知れない）強盗未遂事件に運命的な縁 
を感じる次第です。 
 すきがあったために、民暴被害に遭う羽目に陥った訳ですが、ご相談、ご依頼者の立場
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に立ち、反社会的勢力である相手方の特性（理屈が通じる相手なのか、理性のかけら 
もない輩なのか等）をつかみながら、臨機応変に事案を解決するよう心掛けていますので、

お気軽に民暴委員会にご相談頂きたいと思います。 
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